
　
　

捕
獲
に
5
年
間
従
事
す
る
方

・
町
税
に
滞
納
が
な
い
方

■
補
助
対
象
経
費
／
狩
猟
免
許
試
験
申
請

手
数
料
な
ど

■
補
助
金
額
／
補
助
対
象
経
費
の
10
分
の
８

問
農
林
課
畜
産
林
政
係
☎
56
―
８
０
１
０

　

こ
れ
か
ら
山
菜
採
り
や
キ
ノ
コ
採
り
な

ど
の
た
め
、
野
山
に
入
る
機
会
が
増
え
る

季
節
と
な
り
ま
す
。
山
に
は
ヒ
グ
マ
が
い

る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
、
ヒ
グ
マ
に
出

会
わ
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・
目
立
つ
服
装
を
し
、
単
独
行
動
を
避
け

複
数
で
行
動
す
る

・
鈴
な
ど
音
の
出
る
も
の
を
鳴
ら
す

・
ク
マ
の
足
跡
や
フ
ン
を
見
つ
け
た
ら
、

す
ぐ
に
引
き
返
す

問
農
林
課
畜
産
林
政
係
☎
56
―
８
０
１
０

　

人
や
他
の
動
物
へ
の
危
害
防
止
の
た

め
、
野
犬
掃
討
（
放
た
れ
て
い
る
犬
も
対

象
）
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
／
10
月
1
日
㈮
～
12
月
31
日
㈮

愛
犬
が
対
象
に
な
ら
な
い
よ
う
、
次
の

こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
放
し
飼
い
な
ど
、
逃
げ
出
せ
る
環
境
で

犬
を
飼
育
し
な
い

②
散
歩
の
際
は
必
ず
リ
ー
ド
を
装
着
す
る

③
犬
の
登
録
、狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
い
、

登
録
鑑
札
票
、
予
防
注
射
済
票
を
首
輪

に
つ
け
る

④
犬
が
い
な
く
な
っ
た
時
に
は
す
ぐ
に
役

場
に
連
絡
す
る

⑤
犬
が
戻
っ
た
時
の
連
絡
も
忘
れ
ず
に

問
住
民
環
境
課
環
境
対
策
室
地
域
衛
生
係

☎
56
―
８
０
０
８

大
気
汚
染
の
原
因
と
な
り
、
自
然
環
境
に

悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

北
海
道
で
は
、
10
月
を
「
不
正
軽
油
防

止
強
化
月
間
」
と
し
、
不
正
軽
油
を
作
ら

な
い
、
売
ら
な
い
、
買
わ
な
い
、
使
わ
な

い
を
合
言
葉
に
、
不
正
軽
油
撲
滅
の
取
り

組
み
を
し
ま
す
。

　

不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報
が
あ
り
ま
し

た
ら
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
不
正
軽
油
一
一
〇
番
（
通
話
料
無
料
）

☎
０
８
０
０
―
８
０
０
２
―
１
１
０

後
志
総
合
振
興
局
税
務
課

☎
23
―
１
３
３
６

　

電
話
に
よ
る
無
料
交
渉
相
談
会
を
実
施
し

ま
す
。
公
証
人
が
皆
さ
ん
の
疑
問
、
質
問

な
ど
に
対
応
し
ま
す
の
で
、
遺
言
、
任
意

後
見
、
尊
厳
死
宣
言
、
家
庭
内
信
託
、
離

婚
、
そ
の
他
契
約
一
般
の
公
正
証
書
の
ご

相
談
な
ど
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
期
間
／
10
月
1
日
㈮
～
7
日
㈭

■
受
付
時
間
／
9
時
30
分
～
12
時
、
13
時

～
16
時
30
分

問
電
話
公
証
相
談
の
特
設
専
用
電
話
番
号

☎
03
―
３
５
０
２
―
８
２
３
９

小
樽
公
証
役
場
に
お
い
て
も
、「
休
日

無
料
面
接
相
談
」
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
／
10
月
2
日
㈯
9
時
～
12
時
、
13

時
～
16
時
30
分

■
場
所
／
小
樽
公
証
役
場
（
小
樽
市
色
内

1
丁
目
9
番
1
号
）

■
担
当
／
公
証
人　

羽
澤
勝
夫

■
相
談
事
項
／
遺
言
、
相
続
な
ど
の
身
近

な
法
律
相
談
を
は
じ
め
、
離
婚
、
金
銭

や
土
地
建
物
の
貸
借
問
題
、
任
意
後
見

契
約
な
ど
に
つ
い
て

■
受
付
／
実
施
日
前
日
ま
で
に
電
話
で
受

付
。
定
員
に
な
り
次
第
予
約
終
了

問
小
樽
公
証
役
場
☎
０
１
３
４
―
22
―
４
５
３
０

　

町
で
は
、
農
作
物
の
被
害
防
止
の
た
め

有
害
鳥
獣
の
捕
獲
に
必
要
な
狩
猟
免
許
を

新
た
に
取
得
し
た
方
に
、
取
得
に
要
し
た

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■
狩
猟
免
許
の
種
類
／

第
一
種
銃
猟
免
許
・
わ
な
猟
免
許

■
対
象
条
件
／

・
倶
知
安
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

の
あ
る
方

・
猟
友
会
に
入
会
し
、
町
が
行
う
鳥
獣

　

男
子
・
女
子　

12
月
18
日
㈯
・
19
日
㈰

高
等
工
科
学
校
生
徒

■
受
験
資
格
／
令
和
3
年
4
月
現
在
で
15

歳
以
上
17
歳
未
満
の
男
子

■
受
付
期
間
／
11
月
1
日
㈪
～
令
和
4
年

1
月
14
日
㈮

■
一
次
試
験
期
日
／
令
和
4
年
1
月
22
日

㈯
・
23
日
㈰

※
状
況
に
よ
り
変
更
の
可
能
性
あ
り

問
倶
知
安
地
域
事
務
所
☎
23
―
３
５
４
０

　

古
谷　

和
之
☎
23
―
３
１
６
５

　

清
水　

礼
子
☎
22
―
０
０
７
５

　

名
畑　

由
美
☎
22
―
１
１
７
7

　

油
谷　

賢
次

☎
０
９
０
―
８
９
０
３
―
３
４
０
３

　

お
む
つ
な
し
育
児
っ
て
な
に
？
と
い
う

初
心
者
さ
ん
か
ら
、
ト
イ
レ
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
を
始
め
た
い
と
い
う
方
、
お
む
つ
な
し

育
児
の
体
験
談
や
実
践
方
法
も
深
く
知
れ

る
内
容
で
す
。
ぜ
ひ
妊
婦
さ
ん
も
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

テ
ー
マ
「
お
む
つ
な
し
育
児
」

■
講
師
／
中
江
綾
（
お
む
つ
な
し
育
児
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
）

■
日
時
／
10
月
18
日
㈪
10
時
30
分
～
12
時

■
場
所
／
絵
本
館
2
階

■
参
加
費
／
１
０
０
円
（
資
料
代
）

■
申
込
方
法
／
記
載
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

ま
た
は
公
式LIN

E

か
ら

※
出
入
り
自
由
、
キ
ャ
ン
セ
ル
連
絡
不
要

「
秋
の
お
さ
が
り
掘
り
出
し
市
」
を
開
催

■
日
時
／
10
月
27
日
㈬
10
時
～
12
時

■
場
所
／
総
合
体
育
館
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ

出
店
者
募
集
中
（
希
望
者
は
公
式LINE

か
ら
）。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

諸
事
情
に
よ
り
家
庭
で
暮
ら
せ
な
い
子

ど
も
を
自
分
の
家
に
迎
え
入
れ
て
養
育
す

る
制
度
で
す
。

　

養
育
里
親
、
専
門
里
親
、
養
子
縁
組
里

親
、
親
族
里
親
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

お
子
さ
ん
が
い
な
い
方
、
子
育
て
を
終
え

た
方
、
子
育
て
中
の
方
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

※
詳
し
く
知
り
た
い
方
、
登
録
を
希
望
さ

れ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
北
海
道
児
童
相
談
所
（
木
村
）

☎
０
１
１
―
６
３
１
―
０
３
０
１

問
く
っ
ち
ゃ
ん
子
ど
も
子
育
て
応
援
し
隊

　

ポ
ッ
ケ
ラ
ボ　

popkelab@
gm

ail.com

く
っ
ち
ゃ
ん
保
育
所
ぬ
く
ぬ
く
・
認
定
こ

ど
も
園
【
保
育
部
分
（
２
・
３
号
）】

■
新
規
・
転
所
入
所
の
申
込
受
付
／
11
月

4
日
㈭
～
11
月
30
日
㈫
予
定

■
町
内
各
保
育
施
設
等
（
令
和
4
年
4
月

1
日
時
点
の
子
ど
も
の
年
齢
）
／

〇
く
っ
ち
ゃ
ん
保
育
所
ぬ
く
ぬ
く
（
０
～

　

２
歳
）

〇
認
定
こ
ど
も
園
俱
知
安
幼
稚
園
（
０
～

　

２
歳
）（
３
～
５
歳
）

〇
認
定
こ
ど
も
園
倶
知
安
藤
幼
稚
園
（
３

　

～
５
歳
）

〇
認
定
こ
ど
も
園
倶
知
安
め
ぐ
み
幼
稚
園

　
（
３
～
５
歳
）

※
詳
細
は
広
報
11
月
号
に
掲
載
し
ま
す

問
こ
ど
も
未
来
課
こ
ど
も
支
援
係

☎
55
―
６
１
１
６

　
　
　
　
　
　
　
　

認
定
こ
ど
も
園
【
教
育
部
分
（
１
号
）】

令
和
4
年
4
月
入
園

■
願
書
配
布
／
11
月
2
日
㈫

■
願
書
受
付
／
11
月
17
日
㈬
14
時
～

各
幼
稚
園
で
受
付

※
詳
細
は
各
幼
稚
園
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

問
俱
知
安
幼
稚
園
☎
22
―
１
３
５
４

　

倶
知
安
藤
幼
稚
園
☎
22
―
１
７
３
３

　

俱
知
安
め
ぐ
み
幼
稚
園
☎
22
―
１
２
７
６

　

日
本
公
証
人
連
合
会
本
部
に
お
い
て
、

児
童
支
援
員　

若
干
名

■
応
募
資
格
／
児
童
福
祉
に
関
心
の
あ
る

方
、保
育
士
ま
た
は
教
員
免
許
有
資
格
者
・

児
童
関
連
業
務
の
従
事
経
験
者
尚
可

■
任
用
期
間
／
任
用
日
～
翌
年
３
月
31
日

■
業
務
内
容
／
遊
び
を
通
じ
た
生
活
指
導

■
勤
務
時
間
／
平
日
は
10
時
～
18
時
ま
た

は
13
時
～
18
時
、
土
曜
・
長
期
休
暇
期

間
は
8
時
～
18
時
の
間
で
シ
フ
ト
制

■
勤
務
場
所
／
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
お
よ

び
北
児
童
館

■
賃
金
・
待
遇
／
月
額
11
～
15
万
円
程
度
、

期
末
手
当
・
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
・

通
勤
手
当
有

※「
倶
知
安
町
保
育
人
材
確
保
一
時
金
」

　
　

の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

情報の掲載を希望される場合はご相談ください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information

－13－ －12－

募

集

【公的年金からの町道民税の特別徴収】

　令和 3 年 4 月 1 日に 65 歳以上で、前年中の公的年金に

対して町道民税が生じた方は、次のとおりとなります。

①昭和 30 年 4 月 3 日から昭和 31 年 4 月 2 日生まれの方

今年の 10 月から公的年金特別徴収が始まります。公的

年金に係る年税額の半分を 2 回に分け、6 月と 8 月に納付

書（口座振替）で納め、残った年税額は 10 月、12 月、翌

2月に支給される年金から徴収となります。

②昭和 30 年 4 月 2 日以前生まれの方

昨年度何らかの事情で特別徴収が中止になった方以外

は、年 6回の公的年金支給時に徴収となります。前年度の

　
　

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
と
免
許
証
の
写
し
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
紹
介
状
を
提
出

※
長
期
休
暇
期
間
や
支
援
員
の
休
暇
時
に

補
助
員
と
し
て
働
け
る
方
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
空
い
た
時
間
に
仕
事
が
し
た

い
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

問
こ
ど
も
未
来
課
こ
ど
も
支
援
係

☎
55
―
６
１
１
６

■
受
験
資
格
／
採
用
予
定
月
の
１
日
現
在

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

自
衛
官
候
補
生
（
第
4
回
）

■
受
付
期
間
／
10
月
5
日
㈫
～
11
月
12
日
㈮

■
試
験
期
日
／

　

男
子
・
女
子　

11
月
28
日
㈰
・
29
日
㈪

自
衛
官
候
補
生
（
第
5
回
）

■
受
付
期
間
／
10
月
5
日
㈫
～
12
月
10
日
㈮

■
試
験
期
日
／

公
証
週
間
無
料
電
話
相
談
会

周

知

　
「
不
正
軽
油
」
と
は
、
軽
油
に
灯
油
や

重
油
な
ど
混
ぜ
た
「
混
和
軽
油
」
や
軽
油

以
外
の
石
油
製
品
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
「
製

造
軽
油
」
な
ど
を
い
い
ま
す
。

　

不
正
軽
油
を
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の
燃
料
用

と
し
て
販
売
ま
た
は
使
用
す
る
と
軽
油
引

取
税
の
脱
税
行
為
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
不
正
軽
油
は
、
排
気

ガ
ス
中
の
Ｐ
Ｍ
（
粒
子
状
物
質
）
や
Ｎ
Ｏ

ｘ
（
窒
素
酸
化
物
）
を
増
加
さ
せ
る
た
め
、

年金に係る税額の半分の額を、4 月、6 月、8 月に支給さ

れる年金から徴収となります（仮特別徴収）。10 月、12 月、

翌 2月の年金支給時には、年税額から仮特別徴収される税

額を引いた残額が徴収となります。

※公的年金から特別徴収される町道民税は、公的年金に係

る税額分のみです。公的年金以外の所得に係る町道民税

は、別に納付書や給与からの徴収で納めます

※本年度分の計算の結果、年税額が仮特別徴収額より少な

い場合は還付金が発生します。該当する方には手続きの

連絡をしています

※次に該当する方は対象となりません

・もともと町道民税が非課税の方

・町道民税の額が公的年金支給額を超える方

・年金の年間支給額が 18 万円未満の方など

問税務課住民税係☎ 56 － 8003

【お気軽に納税相談を】

　「町税を納付できない事情がある」「納付書を紛失してし

まった」など、納税に関する相談は随時受け付けています

ので、お気軽に納税係へ連絡またはお越しください。

問税務課納税対策室納税係☎ 56 ー 8002

自
衛
官
募
集

10
月
は「
不
正
軽
油
防
止
強
化
月
間
」

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

令
和
４
年
度

保
育
施
設
等
入
所
申
込
に
つ
い
て

子
育
て
サ
ロ
ン「
お
む
つ
な
し
育
児
」

公式 LINE

野
犬
掃
討

狩
猟
免
許
の
取
得
経
費
補
助

里
親
制
度

ヒ
グ
マ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う



　

文
化
活
動
の
充
実
発
展
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
開
催
す
る
倶
知
安
町
総
合
文
化
祭

は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、今
年
度
は
「
芸
能
発
表
会
」「
町

民
音
楽
祭
」「
吟
詠
剣
詩
舞
発
表
大
会
」「
和

室
催
し
物
」
は
中
止
し
、「
幼
保
、
児
童
・

生
徒
お
よ
び
文
化
サ
ー
ク
ル
な
ど
に
よ
る

作
品
展
示
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
今
月
の
折
込
チ
ラ
シ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
公
民
館
文
化
振
興
係
☎
22
―
０
２
３
０

　

建
物
の
老
朽
化
に
よ
り
営
業
を
中
止
し

て
い
る
町
営
プ
ー
ル
の
代
替
施
設
と
し

て
、
ホ
テ
ル
ニ
セ
コ
ア
ル
ペ
ン
の
プ
ー
ル

施
設
を
町
営
プ
ー
ル
の
料
金
で
利
用
可
能

な
「
代
替
施
設
利
用
券
」
を
総
合
体
育
館

で
販
売
し
て
い
ま
す
。

　

施
設
の
利
用
期
間
を
9
月
30
日
㈭
ま
で

と
し
て
い
ま
し
た
が
、
緊
急
事
態
宣
言
に

よ
り
一
般
の
個
人
利
用
が
で
き
な
い
期
間

が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
10
月
31
日
㈰
ま
で

利
用
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

代
替
施
設
利
用
券
は
、
引
き
続
き
総
合

体
育
館
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
町
HP
を
確
認
ま
た
は
左
記
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
購
入
後
の
代
替
施
設
利
用
券
の
払
い
戻

し
は
で
き
ま
せ
ん

問
総
合
体
育
館
☎
22
―
２
２
８
８

　

10
月
の
行
政
相
談
週
間
に
あ
わ
せ
て
特

設
行
政
・
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

・
道
路
が
デ
コ
ボ
コ
に
な
っ
て
い
て
通
行

に
支
障
が
あ
る

・
登
記
や
年
金
に
つ
い
て
聞
き
た
い
こ
と

が
あ
る

・
不
当
な
差
別
、
誹
謗
中
傷
、
い
じ
め
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
な
ど
人
権
問
題

に
悩
ん
で
い
る

ようてい法律事務所

弁護士 渡邉 恵介
☎ 21-6228

倶知安消費者大会のご案内
　広報 9 月号、また、消費生活ニュース
で 9 月開催をお知らせしましたが、コロ
ナ禍の緊急事態宣言によって下記のとお
り延期して開催することになりました。
　皆さんの出席をお待ちしつつ、ご案内
します。

記
■日時／ 10 月 8 日㈮

開場：13 時 10 分　開演：13 時 30 分
■場所／文化福祉センター大ホール
■演題／「家庭ゴミの現状とゆくえ」
■講師／ニセコ環境株式会社

環境部長　関口　肇　氏
※当日はマスクの着用、検温、手指の消

毒、三密を避ける行動をお願いします

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

－14－

秋
の
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま
す

　

朝
晩
の
冷
え
込
み
が
強
く
な
る
秋
を
迎

え
、
暖
房
器
具
の
使
用
増
加
で
火
災
が
発

生
し
や
す
く
な
る
こ
の
時
期
、
10
月
15
日

か
ら
31
日
ま
で
全
道
一
斉
に
火
災
予
防
運

動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

火
災
予
防
運
動
は
全
国
統
一
標
語
「
お

う
ち
時
間　

家
族
で
点
検　

火
の
始
末
」

を
合
言
葉
に
火
災
に
よ
る
死
傷
者
と
財
産

の
損
失
を
未
然
に
防
ぎ
、
防
火
思
想
を
よ

り
広
く
普
及
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
頃
か
ら
火
災
予
防
に
は
十
分
注
意
さ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
火
災
予

防
運
動
を
機
に
、
よ
り
一
層
の
防
火
意
識

の
向
上
に
努
め
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

羊
蹄
山
ろ
く
消
防
組
合
HP
に
て
火
災
予

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

令和 3 年 令和 2 年
人　身 16 件 16 件
物　損 322 件 353 件
死　者 2 名 0 名

8 月末までの
町内交通事故発生状況

令和 3 年 令和 2 年
火　災 3 件 ４件
救　急 470 件 540 件
救　助 37 件 29 件
その他 80 件 52 件

8 月末までの災害出動状況

防
な
ど
の
記
事
を
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で

ご
覧
く
だ
さ
い
。

人の動き　令和 3年 8月末現在

人 口

男

女

世　　帯　　数

14,835 人

 7,560 人

 7,275 人

8,000 世帯

（前月比    -8）

（前月比     0）

（前月比    -8）

（前月比   -22）

うち外国籍住民 692人（前月比 -24）

8
月
の
主
な
事
件

▽
盗
難
事
件
の
発
生

町
内
の
商
業
施
設
に
お
い
て
、
商
品
が

万
引
き
さ
れ
る
事
件
が
3
件
あ
り
ま
し

た
。

8
月
の
主
な
交
通
事
故

▽
5
日
、
道
道
に
お
い
て
、
車
両
同
士
の

追
突
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
7
日
、
町
道
に
お
い
て
車
両
同
士
の
衝

突
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

▽
7
日
、
国
道
に
お
い
て
、
バ
イ
ク
と
車

両
の
衝
突
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。

－15－

選
挙
権
の
歴
史

　今秋には衆議院議員総選挙が予定されています。憲法 15 条

で公務員の選定は国民固有の権利と定められていますが、法律

上、全ての日本国民に投票の機会が付与されていたわけではあ

りません。今回は、選挙権を巡る裁判をいくつかご紹介します。

・在宅投票制度廃止事件…「疾病等のため投票所へ行くことが

できない在宅者」のために 1952 年までは在宅投票制度が存在

していましたが、この制度が廃止されたため、裁判となりまし

た。裁判所は、国民は、その手が投票箱に届くことが憲法上保

障されていると述べ、この訴えを機会に、重度身体障害者に限

り在宅投票制度が復活しました。

・在外日本人選挙権訴訟…日本国外に在住する在外国民は国政

選挙の投票を行うことができませんでしたが、2005 年、最高

裁判所が憲法違反との判断を示し、法改正が行われました。

・成年被後見人選挙権裁判…成年被後見人の方の選挙権が認めら

れていませんでしたが、選挙権を求める訴訟が提起され、2013 年、

東京地裁は憲法違反との判断を示し、法改正が行われました。

　選挙権については、一定額の納税を要件とする時代もありま

したし、女性の選挙権が認められたのは 1946 年からです。

　現在でも、住民票のないホームレスの方は選挙権を行使でき

ず、問題視されています。選挙権は、民主主義を実現する上で

重要な権利の一つですが、歴史を見ると、さまざまな運動や裁

判で拡大されてきたことが分かります。

　今秋の選挙では、ぜひ、大切な一票を投じてください。

■消費生活相談室（公民館 1 階団体室）
■月・水・金曜日 10 時～ 15 時　☎ 23-1522

行
政
相
談
委
員
・
人
権
擁
護
委
員
が
住

民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
行
政
や
人
権
に
対
す

る
苦
情
や
ご
意
見
、
ご
要
望
な
ど
を
お
聞

き
し
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

■
日
時
／
10
月
16
日
㈯
13
時
30
分
～
16
時

■
場
所
／
公
民
館
研
修
室

■
相
談
委
員
／
加
藤
修
・
中
島
由
布

行
政
評
価
局
や
法
務
局
で
は
常
時
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

「
行
政
苦
情
１
１
０
番
」

☎
０
５
７
０
―
０
９
０
―
１
１
０

「
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
」

☎
０
５
７
０
―
０
０
３
―
１
１
０

問
住
民
環
境
課
生
活
安
全
係

☎
56
―
８
０
０
５

　

北
海
道
の
事
業
場
で
働
く
全
て
の
労
働

者
お
よ
び
そ
の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
る
北

海
道
最
低
賃
金
が
次
の
と
お
り
改
定
さ
れ

ま
す
。

時
間
額　

８
８
９
円

　
（
令
和
３
年
10
月
1
日
よ
り
）

※
最
低
賃
金
に
は
、
精
皆
勤
手
当
、
通
勤

手
当
、
家
族
手
当
、
臨
時
に
支
払
わ
れ

る
賃
金
お
よ
び
時
間
外
等
割
増
賃
金
は

　

算
入
さ
れ
ま
せ
ん

※
特
定
の
産
業
で
働
く
方
に
は
、
北
海
道

の
特
定
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
ま
す

問
厚
生
労
働
省
北
海
道
労
働
局

　

労
働
基
準
部
賃
金
室

☎
０
１
１
―
７
０
９
―
２
３
１
１

小
樽
労
働
基
準
監
督
署
倶
知
安
支
署

☎
22
―
０
２
０
６

　

交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
者
数
は
年
々
減

少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
令
和
2
年
の
事

故
発
生
件
数
は
約
31
万
件
、
死
傷
者
数
は

約
37
万
人
と
な
っ
て
お
り
、
誰
で
も
交
通

事
故
の
被
害
者
・
加
害
者
に
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
す
べ
て
の

車
・
バ
イ
ク
に
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
加
害
者
の
賠
償
責
任
を
担
保
す
る

こ
と
で
、
被
害
者
の
基
本
的
な
賠
償
を
保

障
す
る
制
度
で
す
。
自
賠
責
保
険
・
共
済

に
加
入
し
な
い
で
の
運
行
は
法
令
違
反
に

な
り
ま
す
の
で
、
一
人
一
人
が
自
賠
責
制

度
の
役
割
や
重
要
性
な
ど
を
十
分
理
解
し

た
上
で
、
車
な
ど
を
運
転
し
ま
し
ょ
う
。

　

例
年
、
金
毘
羅
祭
典
に
併
せ
て
町
道
北

3
条
通
（
メ
ル
ヘ
ン
通
り
）
を
会
場
に
、

露
店
出
店
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
今
年
度
の

露
店
出
店
は
中
止
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
の
で
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

問
建
設
課
管
理
係
☎
56
―
８
０
１
１

■
日
時
／
10
月
15
日
㈮
11
時
～

■
場
所
／
倶
知
安
町
総
合
体
育
館

■
対
象
／
満
75
歳
以
上
の
町
民

※
感
染
症
の
状
況
に
よ
っ
て
、
開
催
も
し

く
は
中
止
に
つ
い
て
判
断
し
ま
す
。
対

象
の
方
へ
は
10
月
上
旬
に
案
内
し
ま
す

問
福
祉
医
療
課
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
23
―
０
５
０
０

自
賠
責
の
期
限
切
れ
は
大
丈
夫
？

北
海
道
最
低
賃
金
改
定
の
お
知
ら
せ

金
毘
羅
祭
典
に
伴
う
露
店
出
店
の

中
止
の
お
知
ら
せ

町
総
合
文
化
祭
開
催
の
お
知
ら
せ

町
営
プ
ー
ル
代
替
施
設
の
利
用
期

間
延
長
に
つ
い
て

特
設
行
政
・
人
権
相
談
所
開
設

全
町
敬
老
会
の
お
知
ら
せ
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